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千葉県流山市地域 基本計画 

 

 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

 設定する区域は、令和７年１月１日現在における千葉県流山市の行政区域とする。概ねの

面積は３，５００ｈａ程度（本市全域面積）である。 

 また、本区域には、自然公園法に規定する国立・国定公園区域、鳥獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区、自然環境保全法に規定する都道府県

自然環境保全地域、自然公園法に規定する都道府県立自然公園、その他の環境保全上重要な

地域（環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落、生物多様性の観点から重要

度の高い湿地、自然再生推進法に基づく自然再生事業の実施地域、シギ・チドリ類渡来湿

地）、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域、絶滅のおそ

れのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区は存在しない。 

なお、本区域において地域経済牽引事業を実施する場合には、周辺土地利用に鑑みて可能

な限り環境に影響を与えないよう配慮し、国・県・市の関係法令の遵守や環境保全・環境負

荷の低減に向けた十分な配慮を行い、事業活動においては環境保全に配慮し、地域社会との

調和を図っていくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

促進区域（流山市行政区域内） 
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一方、国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越

冬・渡り環境）・生育域（流山市生物多様性モニ

タリング調査において把握）については、右図【重

点地区・拠点について】に示すとおり分布範囲が

広範に及んでおり、促進区域からの除外は行わな

いが、促進区域における本計画の推進にあたって

は、自然環境や生物多様性の保全に、十分な配慮

を行うものとする。 

 

（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備

状況、産業構造、人口分布の状況等） 

①地理的条件 

本市は、都心から２５ｋｍ圏内、千葉県の北西

部に位置し、本市域面積は、約３５．３ｋ㎡、東

西約８ｋｍ、南北約１０ｋｍで、東は旧小金牧の

台地を境に柏市、西は江戸川を隔てて埼玉県、南

は坂川を境に松戸市、北は利根運河を境に野田市

に接している。 

地勢は、下総台地の西端の台地部（標高１５～

２０ｍ）と江戸川や坂川、富士川の流域の低地部

（標高５～６ｍ）から形成されており、台地部には奥深くまで谷津と呼ばれる浸食された低

地部が入り込んだ複雑な地形となっている。 

 

②インフラの整備状況 

【鉄道】 

本市には４路線合わせて９の駅が存在する。 

本市の南部地域には、ＪＲ武蔵野線及び大正

５年の営業開始以降、地域の足として親しまれ

ているローカル線、流鉄流山線が運行し、本市

の中部から北部地域にかけて東武野田線が運

行している。          

また、平成１７年８月には、本市の中心部を

走る、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが

開業したことで、都心まで最短２０分でアクセ

スが可能となり、ＪＲ武蔵野線、東武野田線に

接続したことで、通勤・通学の利便性が向上し

た。 

 

【道路】 

国道６号線が、本市の東部地域を南東方向に通っている。平成４年には、常磐自動車道「流

山ＩＣ」の供用が開始され、当インターを利用し、首都高速道路「箱崎ＩＣ」まで約２５分、

【重点地区・拠点について】 

（出典：生物多様性ながれやま戦略（第二期）） 

【鉄道路線図】 



 

3 

東京外かく環状道路「三郷ＪＣＴ」まで約５分、首都圏中央連絡自動車道「つくばＪＣＴ」

まで約２０分と首都圏各地へのアクセスが大きく向上した。 

また、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス沿線開発地区（茨城県～千葉県～埼玉県）を

結ぶ、広域道路である都市軸道路の一部として、埼玉県三郷市と本市を結ぶ三郷流山橋有料

道路が令和５年１１月に開通したことにより、江戸川上下流の橋梁での渋滞緩和や移動時

間の短縮が図れた。 

【工業系】 

 工業系のインフラとして、本市における工業系用途の割合は全体の７．９％であり、工業

地域に指定する大畔地区、駒木地区を中心に工業系の事業所が集積している。 

また、北部地域には本市唯一の工業団地である流山工業団地が整備されており、総敷地面

積は９７，７９７.５㎡、令和７年４月時点で１５事業所が立地している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都市軸道路 出典：千葉県） 

（出典：流山市立地適正化計画） 
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【その他】 

常磐自動車道「流山ＩＣ」周辺は、広域交通網への利便性が高く、首都圏と地方を結ぶ放

射系交流軸として、物流関連事業者より交通インフラが高く評価され、昨今、最先端の大型

マルチテナント型物流施設が建設されている。 

施設内には、地域住民が利用できるカフェテリアやコンビニ等が整備されており、また、

敷地内において各種イベントが開催されるなど地域住民との交流の場となっている。 

 

③産業構造 

地域経済分析システムＲＥＳＡＳによれば、本市の令和３年における事業所数は４，２４

１事業所、事業従事者数は４３，３５９人、付加価値額合計は９９７億８００万円である。 

このうち、医療，福祉及び製造業における付加価値額は、本市産業の約半数を占めており

主要産業となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：地域経済分析システム RESAS） 

（出典：地域経済分析システム RESAS） 
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特に近年では、常磐自動車道「流山ＩＣ」周辺への大型物流関連施設の立地に伴い、運輸

業，郵便業の事業従事者数及び付加価値額が伸長しており、平成２８年と令和３年を比較す

ると、付加価値額は１９８．９％増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

製造業をみると、流山工業団地を中心とする本市の工業系用地には、令和３年度は８１事

業所が立地しており、平成２８年・令和３年経済センサス活動調査によると、事業所数及び

従業者数は減少傾向にあるものの、製造品出荷額は５４２億８，００７万円（＋４３億４５

８万円）、粗付加価値額は２４２億４，１８５万円（＋４５億５，７０１万円）と増加傾向

にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成 28年・令和 3年経済センサス活動調査） 

（出典：令和 3年経済センサス活動調査） 

（出典：平成 28年・令和 3年経済センサス活動調査） 
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産業構造を令和３年の産業別構成比から見ると、第１次産業０.１４％、第２次産業１５．

０９％、第３次産業８４.７７％であり、事業所数から見ると平成２８年との比較では、第

１次産業は５０％の増加、第２次産業は１．２３％の減少、第３次産業は９．４８％増加し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、第３次産業のうち卸売業，小売業の割合が他の産業よりも事業所数及び従業員数

共に多く、次いで医療，福祉となっている。 

令和３年経済センサス活動調査によると、卸売業，小売業の年間商品販売額は約２，７

７３億８，０００万円、平成２８年に実施した前回調査では、年間商品販売額は約１，９

１６億７，１００万円であり、比較すると４４．７％増加している。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：令和５年度版流山市統計書） 

（出典：平成 28年・令和 3年経済センサス活動調査） 

（所） 
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続いて農業については、２０２０年農林業センサスによると、本市の農家数は１６８

戸、経営耕地面積は１９３ｈａであり、販売を目的とした農産物の作付状況をみると、水

稲（７７経営体、作付面積８２ｈａ）、ほうれんそう（８８経営体、作付面積１５ｈａ）、

ねぎ（７６経営体、１５ｈａ）が上位を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和３年経済センサス活動調査） 

44.7%増 

（出典：２０２０年農林業センサス） 
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④人口分布の状況 

本市では「母になるなら、流山市。」をキャッチコ

ピーに掲げ、共働きの子育て世代をメインターゲット

とし、住民誘致、シティセールスを進めてきた。首都圏

新都市鉄道つくばエクスプレスが開業した平成１７年

当時の人口は、１５０，９１０人であったが、令和７年

４月１日現在の年齢別・男女別人口【住民基本台帳】で

は、２１３，１１８人であり、開業当時の人口と比べ、

１４１．２％と非常に高い伸び率で増加している。 

人口動態調査による人口増加率は、全国７９２市の

うち平成２８年から６年連続で第１位となっている。

令和２年にスタートした「流山市総合計画」の将来人

口推計（図１）によると、令和９年をピークとしてその

後、緩やかに減少していくと推計している。 

また、年齢３区分別人口（図２）においては、０～１４

歳の年少人口と担税力の高い１５～６４歳の生産年齢人

口は、減少する年が見られるものの、引き続き高い水準で推移していく。一方、６５歳以上

の老年人口は、増加傾向にあり、令和１１年には、５万人以上となり、総人口の４分の１を

占めると予測されている。 

その他、令和５年１２月２２日に国立社会保障・人口問題研究所より公表された、「将来

の地域別人口」によると、全ての都道府県で時間の経過とともに人口減少が加速傾向にある

中、将来において人口が増加する自治体として、本市は全国で第２位の増加率となってい

る。 

なお、国立社会保障・人口問題研究所の『地域別将来推計人口』によると、今後の人口は、

令和２年の１９９，８４９人から、３０年後の令和３２年には、２４１，５３９人となり、

約２１％増加することが予想されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１００ｍメッシュ人口（Ｒ2） 

（出典：流山市地域公共交通計画） 
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◆年齢３区分別人口（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

令和３年経済センサス活動調査によると、本市の全産業売上高 ７，０９５億８，６００

万円のうち、物流関連分野が属する運輸業，郵便業については、売上高４０２億６００万円、

純付加価値額は１２６億５，０００万円となっている。 ＜図３参照＞ 

（出典：流山市総合計画） 

（出典：流山市総合計画） 

◆将来人口推計（図１） 
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平成２８年経済センサス活動調査による、売上高１６９億１，１００万円と比較すると、

約１３７．８％増加しており、これは、常磐自動車道「流山ＩＣ」周辺へ次々と物流関連施

設が立地したことに起因して売上高が急伸している。 

物流関連分野については、近年、首都圏において、ＥＣ市場の拡大や即日・翌日配送ニー

ズの高まり、サプライチェーンの多頻度小口化などにより、物流機能の高度化・分散化が急

速に進展している。 

また、災害時における物資供給体制の強化や、２０２４年問題に代表されるトラックドラ

イバー不足への対応として、輸送距離の短縮や中継輸送の効率化を図る物流拠点の再編・再

構築が求められている。 

このように、広域配送網の再構築、物品が物流の最終拠点からエンドユーザ―への配送

（ラストワンマイル）対応の強化、労働力不足を踏まえた輸送効率の向上、災害時における

バックアップ機能の確保といった構造的課題への対応が、物流分野をさらに強化しなけれ

ばならない要因となっている。 

流山ＩＣ周辺は、常磐自動車道へのアクセス性に優れ、首都圏広域への配送に適した立地

特性を有しており、これまでに整備された国内最大級規模の物流施設群は、広域配送拠点と

して一定の役割を果たしてきたものの、今後一層高度化・多様化する小口多頻度配送、中継

輸送機能、付加価値物流、ＢＣＰ対応型分散配置などの物流需要への対応に関しては、機能

面・配置面の両面で十分とは言えない状況にある。 

特に、配送効率を高めるハブとしての機能を十分に発揮するためには、単一または限定的

な大規模施設のみならず、複数の物流機能が相互に補完し合う面的な拠点形成が必要であ

り、具体的には、幹線輸送と地域配送を接続する中継拠点機能、共同配送や積替え機能、付

加価値加工機能等を備えた拠点の追加的な整備が求められる。 

このため、流山ＩＣ周辺においては、既存施設を基盤としつつ、広域物流と地域配送を結

節する多機能型物流エリアとしての形成を図ることにより、首都圏北東部における物流ネ

ットワークの高度化を担う役割を果たすものと期待している。 

また、成長ものづくり分野が属する製造業については、令和３年経済センサス活動調査で

は売上高６４０億６，９００万円となっており、平成２８年経済センサス活動調査による売

上高５６９億９，６００万円と比較すると約１２％増加している。 

令和３年経済センサス活動調査によると、製造業業種別の製造品出荷額等については、パ

ルプ・紙・紙加工製造業、窯業・土石製品製造業、金属製品製造業、業務用機械器具製造業

が上位を占めている。＜図４参照＞ 

売上高における産業構成割合をみると、製造業は全体の約２１％、純付加価値額は１８５

億１，５００万円となっており、製造業は、本市の基幹産業のひとつとして、地域経済の活

性化に重要な役割を果たしているとともに、高い付加価値、雇用の創出を期待できる分野で

ある。 

このような本市の産業の成長と、将来的な付加価値の創出を踏まえ、物流関連分野、成長

ものづくり分野で積極的に事業を展開し、地域経済を牽引するような事業者が支援を受け

られるよう、基本計画を推進することで、雇用の創出や本市産業への経済波及効果を図り、

地域経済の好循環・活性化を目指していく。 
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（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経済的効果の目標 

【経済的効果の目標】 
 
 

 現 状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業による

付加価値創出額 
― １億４，５００万円 ― 

 

（算定根拠） 

 １事業所あたり５，４３５万円の付加価値額（令和３年経済センサス活動調査における千

葉県１事業所あたりの純付加価値額）をもたらす地域経済牽引事業を２件創出し、この付加

価値額に経済波及効果１．３３倍（平成２７年千葉県産業関連表における全産業平均の生産

波及効果係数）を乗じた１億４，５００万円の付加価値額の増加を目指す。 
 

（出典：令和 3年経済センサス活動調査） 

（出典：令和 3年経済センサス活動調査） 
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【任意記載のＫＰＩ】 
 
 

 現 状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業の新

規承認件数 
― ２件 ― 

 
 

 

３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

 本基本計画において、地域経済牽引事業とは以下の（１）～（３）の要件を全て満たす事

業をいう。 

（１）地域の特性の活用 

 本基本計画『５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会

的な観点からみた地域の特性に関する事項』において記載する地域の特性及びその活用戦

略に沿った事業であること。 

 

（２）高い付加価値の創出 

 地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加額が、

５，４３５万円（令和３年経済センサス活動調査における千葉県の１事業所あたりの平均付

加価値額）を上回ること。 

 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

 地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内

において、以下のいずれかの効果が見込まれること。 

①促進区域に所在し、地域経済牽引事業を実施する事業者の売上が、開始年度比で５．

５％以上増加すること。 

②促進区域に所在し、地域経済牽引事業を実施する事業者又は事業所内に入居する事業

者の総雇用者数が、開始年度比で５．５％以上増加すること。 

③促進区域に所在し、地域経済牽引事業を実施する事業者の取引額が、開始年度比で５．

５％以上増加すること。 

④促進区域に所在し、地域経済牽引事業を実施する事業者又は事業所内に入居する事業

者の雇用者給与等支給額が、開始年度比で５．５％以上増加すること。 

 

 なお、指標については、地域経済牽引事業計画の計画期間が５年の場合を想定しており、

計画期間が短い場合は、計画期間で按分した値とする。 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重点

促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

（１）重点促進区域 

 促進区域における重点促進区域は地図上に示す、以下の大字及び字の区域とする。 

なお、本重点促進区域には、自然公園法に規定する国立・国定公園区域、鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区、自然環境保全法に規定する
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都道府県自然環境保全地域、自然公園法に規定する都道府県立自然公園、その他の環境保

全上重要な地域（環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落、生物多様性の

観点から重要度の高い湿地、自然再生推進法に基づく自然再生事業の実施地域、シギ・チド

リ類渡来湿地）、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域、

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区は存在

しない。 

ただし、本区域は、生物多様性ながれやま戦略（第二期）において重点地区・拠点に定め

られており、重点地区・拠点で実施するモニタリング調査では国内希少野生動植物の生息

（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域等が存在することから当該区域における本計画の推進に

あたっては環境保全のため十分な配慮を行うものとする。 

 

【重点促進区域：地図上の位置】 

千葉県流山市大字下花輪字寺下、大字下花輪字下割、大字下花輪字上割の一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地図上の位置 

千葉県道５号松戸野田線 

常磐自動車道「流山ＩＣ」 

重点促進区域１４．７ｈａ 

N 



 

14 

(概況及び公共施設の整備状況) 

重点促進区域の概ねの面積は、１４．７ｈａである。 

本区域は、常磐自動車道「流山ＩＣ」に隣接する交通利便性を有し、千葉県道５号松戸野

田線と近接するなど良好なアクセスを有した地域である。 

なお、本市の農地は、農用地区域が指定されておらず、本区域の農地は全て第一種農地で

あり、全域が市街化調整区域であることから『９ 地域経済牽引事業の促進を図るための

土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項』において、土地利用の調整の方

針を記載する。 

 

(関連計画における記載等) 

 ①流山都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

 都市づくりの基本方針として、広域幹線道路の整備に対応した業務機能等の誘導に関す

る方針について『常磐自動車道流山インターチェンジ、国道６号など、広域的な交通条件に

恵まれている特性を生かして、多様な都市機能の導入を促進する。流山インターチェンジ

周辺においては、広域幹線道路を生かした流通業務機能の誘導を図る。』ことが示されてい

る。 

 

②流山市都市計画マスタープラン 

本計画において『常磐自動車道流山インターチェンジの波及効果により集積した産業・

流通系等の土地利用を引き続き維持していく』、『インターチェンジの特性を活かし、賑わ

いのある施設の立地を誘導する』ことが示されており、周辺環境の特性を活かした土地活

用が図られることを期待している。 

 

③千葉県農業振興地域整備基本方針 

本指針『第１・１（２）③非農業的土地需要への対応』において、農地転用を伴う農用地

区域からの農地の除外については、農用地区域以外に代替する土地がなく、農業上の効率

的かつ総合的な利用や地域の担い手への農地の集積・集約に支障を及ぼさないことを基本

とする。また、地域未来投資促進法に基づく基本計画等市町村の振興に関する計画や都市

計画等他の土地利用計画との調整を図り、計画的な土地利用の確保に努めるものと記載さ

れている。 

 

④流山市農業振興基本指針 

本指針『５．その他（２）優良農地等の保全と活用』において、地域特性を活かした新た

な産業の創出となる土地活用事業を展開・実践してくことが必要と示されている。 

 

（２）区域設定の理由   

本区域は、常磐自動車道「流山ＩＣ」に隣接した優れた立地環境を活かし、産業・流通系

の需要が見込まれることを踏まえ、地域経済牽引事業を重点的に促進することで、付加価

値を創出できる適地であると捉え、重点促進区域に設定する。 

なお、本市の市街化区域における準工業地域及び工業地域は、産業集積が進み、既に多く

の事業者により土地活用されていることから、未利用地は存在しない。 
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また、市街化調整区域を含めた本市の土地利用状況をみると、本市全域において住宅地

が広がる状況の中で、本区域は農業従事者の高齢化や農業の担い手不足から耕作放棄地と

なっており、その他の纏まった土地では農耕作が行われているため、本区域以外に適地は

存在しないことを確認している。 

本区域は、常磐自動車道「流山ＩＣ」に接しており、当該 IＣを利用することで、首都高

速道路、東京外かく環状道路、首都圏中央連絡自動車道へのアクセスが大きく向上してい

る。 

このように、首都圏と地方を結ぶ放射系交流軸としてアクセスに優れた地域特性から常

磐自動車道「流山ＩＣ」より北側の地域のうち、千葉県道５号松戸野田線の東側地域では、

現在、複数の物流施設が集積している。 

 

（３）重点促進区域に存する市町村が指定しようとする工場立地特例対象区域 

工場立地特例対象区域の設定は行わない。 

 

 

５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた

地域の特性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

 ①常磐自動車道などの充実した交通インフラを活用した物流関連分野 

②首都圏への近接性を活かした成長ものづくり分野 

 

（２）選定の理由 

 ①常磐自動車道などの充実した交通インフラを活用した物流関連分野 

本市は、常磐自動車道「流山ＩＣ」や千葉県道５号松戸野田線、国道６号線、国道１６号

線といった交通インフラの結節点であり、令和５年１１月には、首都圏新都市鉄道つくばエ

クスプレス沿線開発区を結ぶ広域道路である都市軸道路の一部として、三郷流山橋が開通

したことにより、江戸川上下流における交通渋滞の緩和が図られ、本区域周辺における交通

の利便性は更に向上している。 

特に、常磐自動車道「流山ＩＣ」は、首都圏から２５ｋｍ圏内に位置し、首都圏と地方を

結ぶ放射系交流軸としてアクセスに優れた地域特性を持つことから、重点促進区域周辺に

おける物流施設の市場規模は堅調に成長しており、過去７年間で１２棟の大型マルチテナ

ント型物流施設が立地するなど、関東最大級の物流拠点となっている。 

ＮＥＸＣＯ東日本の令和６年調査によると、常磐自動車道「流山ＩＣ」の年間利用台数（出

入交通量）は、物流施設の稼働前の平成２９年当時において約６８２万８，０００台であっ

たものが、稼働後の令和４年では約９２７万３，０００台と物流施設の稼働前後で約１．３

６倍増加している。 

このような背景から、本計画において重点促進区域に設定する地域にあっては、物流ネッ

トワーク拠点としての優位性が高く、新たな物流関連産業が立地することは、より一層の付

加価値の創出が期待できる。 

また、国土交通省が令和２年１１月に示した「物流政策の主な取り組み」によると、国内
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貨物輸送の約９０％をトラック輸送が占めていることから、効率的な物流を行うためには、

既存ストックの活用による生産性の高い物流ネットワークの構築に向けた、高速道路イン

ターチェンジ周辺への物流拠点整備が必要不可欠であると示されている。 

以上のことから、常磐自動車道など充実した交通インフラを活用した、物流関連分野にお

ける地域経済牽引事業を促進するものである。 

 

②首都圏への近接性を活かした成長ものづくり分野 

本市の製造業の令和３年における企業数は１９８事業所あり、本市全産業の企業数２，７

３９事業所の７．２％を占め、千葉県平均６．２％と比較しても高い状況にある。 

令和３年経済センサス活動調査における、製造業の付加価値額（企業単位）においても、

２１３億５，２００万円と、本市全産業の２１．４％を占め、千葉県平均１２．１％と比較

しても高い状況にある。 

また、地域経済分析システムＲＥＳＡＳによると、平成２２年当時の製造品出荷額等（従

業員数４人以上の事業所）は３７５億８，６００万円であったものが、令和２年では５４２

億８，０００万円と、１０年間で４４．４％増加しており、製造業は本市の基幹産業のひと

つとして、地域経済において重要な役割を果たしている。 

こうした背景には、上記①で記述した、充実した交通・物流インフラ、首都圏へのアクセ

スに優れた立地特性を持つことや、本市の大部分が小高い台地面であり、雨水・排水管整備

や調整池が整備されており、商業用途・工業用途にあっては浸水災害リスクが少ないなど立

地優位性がある。 

また、本計画『１（２）地域の特色④人口分布の状況』のとおり、本市は、首都圏新都市

鉄道つくばエクスプレス開通に伴う沿線区域の区画整理事業の進捗と、共働き世代をメイ

ンターゲットとしたシティセールスによって、若年層を中心に労働力人口が増加している。 

このような中で、本市では新規立地を対象とした企業等立地促進奨励金の活用や企業訪

問を通じて、本市の魅力、立地環境の良さを発信する等、積極的に取り組んでおり、その結

果、製造業等は過去６年間で２件の誘致に成功している。 

以上のことから、本市の立地優位性を活かした、成長ものづくり分野における地域経済牽

引事業を促進するものである。 

 

 

６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地域

経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１）総論 

 地域の特性を活かした、地域経済牽引事業を促進していくためには、重点促進区域にお

けるニーズ把握し、事業環境の整備を行っていく必要がある。地域経済牽引事業者と情報

交換を実施するなど、適切に進めていく。 

 

（２）制度の整備に関する事項 

 ①企業誘致に係る優遇制度（流山市） 

 本市では「企業等立地の促進に関する条例」に基づき、立地企業等が事業所の用に供する
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建物を取得又は新築して事業を開始した場合、当該事業所に係る固定資産税及び都市計画

税の納付相当額を、５年間（本社の場合は７年間）奨励金として交付している。 

当該制度を運用し地域経済の活性化を図る。 

 

 ②企業誘致に係る優遇制度（千葉県） 

 千葉県が実施する製造業等を対象とした立地企業補助制度を運用し、建物に係る不動産

取得税相当額、償却資産に係る固定資産税相当額など補助金を交付することで、地域経済

の活性化を図る。 

 

（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

 ①オープンデータカタログの公開 

本市がオープンデータを進める際の基本的な考え方及び取組の方向性を示した「流山市

オープンデータの推進に関するガイドライン」に基づき、公的データの活用を促進するこ

とにより市民生活の向上、本市企業活動の活性化等を図るため、本市が保有する公共デー

タをオープンデータ化し、本市ホームページへ公開する。 
 

【オープンデータカタログサイトＵＲＬ】 

 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/opendata/index.html 

 

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 

 ①事業者からの相談窓口 

事業者から相談があった場合は、その内容に応じ適宜、担当する部署において対応する。

提案内容によっては、本市関係部署等を含め内部検討を行うとともに、千葉県とも協議し、

適切に対応する。 

 

（５）その他の事業環境整備に関する事項 

①産業用地の確保に向けた支援 

千葉県・本市が連携し、空き用地や未利用地に関する情報収集を行い、情報の一元化・デ

ータベース化を図り、情報提供を行う。また、企業立地用地の確保に努める。 

 

 ②人材確保に向けた支援 

 松戸公共職業安定所、かしわ地域若者サポートステーション、まつど地域若者サポート

ステーションと本市が共催で、本市の事業所と求職者を集めた就職面談会を実施している。   

また、民間求人サイトを通じての求人情報の発信や成功報酬型人材紹介サービス等の活

用など、人材の採用活動に要するソフト面の取組を後押し、採用活動を効果的に進められ

る「求人情報発信支援補助金制度」を創設し、企業の人材確保を支援する。 

 

（６）実施スケジュール 

取組事項 令和７年度 
令和８年度から 

令和１０年度 

令和１１年度 

（最終年度） 

【制度の整備】 

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/opendata/index.html
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①企業誘致に係る優

遇制度（流山市） 
運用 運用 運用 

②企業誘致に係る優

遇制度（千葉県） 
運用 運用 運用 

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 

①オープンデータカ

タログの公開 
運用 運用 運用 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

①事業者からの相談

窓口 
随時 随時 随時 

【その他の事業環境整備に関する事項】 

①産業用地の確保に

向けた支援 
随時 随時 随時 

②人材確保に向けた

支援 
運用 運用 運用 

 

 

 

７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１）支援の事業の方向性 

 地域一体となった地域経済牽引事業の促進にあたっては、各種経営支援機関や金融機関

といった地域に存在する支援機関が、それぞれの能力を十分に発揮するとともに、連携し

て支援を実施することで効果を最大限発揮する必要がある。 

 

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

①流山商工会議所 

流山商工会議所は、商工会議所法に基づき設立された経済団体であり、事業規模や業種

を問わず、全ての商工業者を基盤とし、融資、税務、経営、労務等の相談業務の実施、地域

振興の支援にも積極的に取り組んでおり、地域経済の発展に大きく貢献している。 

令和５年３月末時点で、流山商工会議所の会員企業数は約１，７００社にのぼり、業種と

しては、サービス業、卸売・小売業、建設業が多い傾向にある。 

また、本市とは、各種情報提供や相談業務、創業者向けの支援を行うなど、従来から連携

をとりながら事業者支援を行っている。地域経済牽引促進事業については、事業者への情

報提供、経営支援などを実施する。 

 

②株式会社千葉銀行 

千葉県内を主要な営業基盤とする地方銀行であり、地方銀行トップクラスの資産規模及

び収益力を有し、令和７年３月末時点における本支店及び出張所数は、千葉県内に１５８

店舗、また、本市には支店５店舗を有している。 
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近年では、事業性評価に基づく取引先企業の本業支援や自治体との連携を図りつつ、地

域創生の取り組みを一層強化することで地域密着型金融を実践し、地域の経済活性化など

に貢献している。 

また、地域経済牽引促進事業については、事業者向けアドバイザリー業務を活用するな

ど、支援を行うとともに、融資取り組み後も、事業の進捗に応じた支援を継続して行う。 

 

 ③千葉県産業支援技術研究所 

 千葉県産業支援技術研究所は、千葉県の公設試験研究機関として、中小企業や新規創業

を目指す企業の技術的課題に対し、そのニーズに応えるための技術相談、依頼試験、機器貸

出、受託研究、人材育成・技術情報の提供など様々な支援を行っている。 

 また、情報通信分野においては、電子機器に関する試験研究所及び調査、情報化技術に関

する支援等を行っている。 

 

④公益財団法人千葉県産業振興センター 

 公益財団法人千葉県産業振興センターは、中核的支援機関、千葉県中小企業支援センタ

ー、経営革新等支援機関としての役割を有しており、企業、大学、金融機関及び行政機関と

の連携の下に、新事業・新産業創出の支援、中小企業の経営基盤の強化、産業人材の育成

等、幅広い分野において千葉県内産業の振興を図るべく、チャレンジ企業支援センター等

において各種支援を行うなど、総合的な中小企業支援を実施する。 

 

⑤千葉県信用保証協会 

 千葉県内中小企業の金融の円滑化に資することを目的として設立された公的機関であ

り、地域を含む千葉県内の中小企業の金融上の保証人となり、金融機関から事業資金の融

資を受けやすくすることを役割としているほか、「創業支援等事業計画」に基づく特定創業

支援事業(創業スクール)を実施していることから、その強みを活かし、事業者に対する金

融上の支援、創業支援などを実施する。 

 

 

８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

（１）環境の保全 

千葉県では、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築し、快適な環境の実

現を図っていくため、平成７年３月に「千葉県環境基本条例」を制定した。本条例は環境基

本法との整合を図り、環境の保全に係る基本理念を定め、県、市町村、事業者及び県民の責

務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項を示したものである。 

また、本条例の基本理念を実現するための計画として、平成８年に「千葉県環境基本計画」

を策定し、この計画に基づいて各種施策を推進してきた。しかしながら、地球温暖化防止な

ど地球環境全体の持続性に関わる問題への取組が緊急性を増し、環境を取り巻く状況が大

きく変化したことから、平成２０年に第二次計画を策定した。 

更に、平成２７年には、東日本大震災に起因する新たな環境問題に対応するため、第二次
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計画を一部改訂した。また、本県における環境問題に適切に対応し、本県の豊かで美しい自

然環境を将来に引き継いでいくとともに、環境・経済・社会的課題の同時解決を目指してい

くために、平成３１年に第三次計画を策定した。 

本市においては、平成１３年に、環境の保全及び創造に向けた基本理念を定め、本市、

事業者、市民の責務を明らかにする等、その基本的な事項を定めた「流山市環境基本条

例」を制定した 。 

本条例に基づき、平成１７年３月に「流山市環境基本計画」を策定し、以降１０か年の

計画期間終了ごとに見直しを行ってきた。 

「第２次流山市環境基本計画」が、令和７年３月末で終了したことから、同年４月から

令和１７年３月までの１０年間を計画期間とする「第３次流山市環境基本計画」を策定し

た。この計画は、環境の保全及び創造の観点から、総合的かつ計画的に本市の施策及び各

主体の行動と関連付け推進することを目指すものである。 

地域経済牽引事業の促進にあたり、当該事業で開発を行う場合は、周辺土地利用に鑑みて

可能な限り環境に影響を与えないよう配慮し、国・県・市の関係法令の遵守や環境保全・環

境負荷の低減に向けた十分な配慮を行い、事業活動においては環境保全に配慮し、地域社会

との調和を図っていくものとする。特に、促進区域内においては「国内希少野生動植物種の

生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域」を含むものであることから、促進区域内において

地域経済牽引事業を行うにあたっては、自然環境や生物多様性の保全に十分な配慮を行う

ものとする。 

 

（２）安全な住民生活の保全 

本市においては、市民生活の安全を確保し、安全で安心なまちづくりを推進するため、平

成１９年９月に「流山市安心安全なまちづくりの推進に関する条例」を制定している。 

本条例は、犯罪等を未然に防止するため、本市、市民等、自治会等、事業者及び関係機関

の責任と義務を明確にするとともに、安全で安心して暮らすことができる地域社会の構築

を目的として推進してきたものである。 

千葉県においては、安全で安心なまちづくりを促進するため、平成１６年１０月から「千

葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例」を施行し、県、市町村、県民及び事業者

等が協働・連携して、犯罪の機会を減少させるための環境整備及び県民等の自主防犯活動

に関する施策を総合的に推進するとともに、平成１６年１１月には、道路等、住宅、学校等

に関する４つの指針を策定し、各種取組を推進している。（千葉県犯罪被害者等支援推進計

画の策定に伴い「被害者等の支援」の指針は廃止となった。） 

地域経済牽引事業の促進に当たっては、犯罪の防止及び地域の安全と平穏の確保に配 

慮することが重要であることから、本条例の趣旨を勘案し、引き続き安全な住民生活の保

全に取り組む。 

 

（３）その他 

【ＰＤＣＡによる検証】 
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毎年１回、年度末から年度当初の時期を目安に千葉県及び本市において、基本計画及び

承認地域経済牽引事業計画の効果の検証と事業の見直し等に関する協議を行う。 

 

 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本

的な事項 

（１）総論 

（農地及び市街化調整区域の範囲） 

重点促進区域は、全域が市街化調整区域であり、その割合は農地（第１種農地）約９２％、

宅地約１％、道路水路約７％と、ほとんどが農地（第１種農地）であることから、本区域

において地域経済牽引事業を実施する場合は、土地利用調整計画を策定する必要がある 。 

 

 

 重点促進区域地番一覧  

≪別紙１≫ 

 

（区域内における公共施設整備状況） 

 重点促進区域内のほとんどは農地であり、区域内には市道が通っている。 

上下水道や排水設備、電気及びガス等のインフラは整備されておらず、地域経済牽引事

業者の実施において都市施設の整備が必要な場合は、地域経済牽引事業を実施する事業者

がこれを行うものとする。 

 なお、計画の具現化に当たっては、各管理者と十分に協議を行うこととする。 

 

（区域内の遊休地等の状況） 

 重点促進区域内は、全て市街化調整区域であり第１種農地となっており、現状において

未利用地や遊休地等は存在しない。 

 

（他の計画との調和） 

 農地及び市街化調整区域として重点促進区域に設定された土地については、以下のとお

り他計画において方針が示されている。 

 ①流山都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

 都市づくりの基本方針として、広域幹線道路の整備に対応した業務機能等の誘導に関す

る方針について『常磐自動車道流山インターチェンジ、国道６号など、広域的な交通条件に

恵まれている特性を生かして、多様な都市機能の導入を促進する。流山インターチェンジ

周辺においては、広域幹線道路を生かした流通業務機能の誘導を図る。』ことが示されてい

る。 

 また、土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針として、市街化調整区域の土地利

用の方針については『常磐自動車道流山インターチェンジ周辺において、広域幹線道路を

生かした産業系土地利用が図られる地区については、景観計画との整合及び自然環境や営

農環境との調和を図り、地域の実情に応じた土地利用を図る。』ことが示されている。 
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②流山市都市計画マスタープラン 

本計画において『常磐自動車道流山インターチェンジの波及効果により集積した産業・

流通系等の土地利用を引き続き維持していく』、『インターチェンジの特性を活かし、賑わ

いのある施設の立地を誘導する』ことが示されており、周辺環境の特性を活かした土地活

用が図られることを期待している。 

 

③千葉県農業振興地域整備基本方針 

本指針『第１・１（２）③非農業的土地需要への対応』において、農地転用を伴う農用

地区域からの農地の除外については、農用地区域以外に代替する土地がなく、農業上の効

率的かつ総合的な利用や地域の担い手への農地の集積・集約に支障を及ぼさないことを基

本とする。また、地域未来投資促進法に基づく基本計画等市町村の振興に関する計画や都

市計画等他の土地利用計画との調整を図り、計画的な土地利用の確保に努めるものと記載

されている。 

 

④流山市農業振興基本指針 

本指針『５．その他（２）優良農地等の保全と活用』において、地域特性を活かした新

たな産業の創出となる土地活用事業を展開・実践してくことが必要と示されている。 

 

本区域では、常磐自動車道などの充実した交通インフラを活用した物流関連分野、首都

圏への近接性を活かした成長ものづくり分野を促進するものであり、上記に示す、その他

の諸計画との整合、調和は図られているものである。 

一方、地域経済の発展に繋がる地域経済牽引事業計画の促進にあたっては、基本方針及

び基本計画に則り、丁寧な土地利用調整を行うことで、「都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針」、「都市計画マスタープラン」、「千葉県農業振興地域整備基本方針」及び「農業

振興基本指針」との調和を図っていく。 

 

（２）土地の農業上の利用との調整に関し必要な事項 

①農用地区域外での開発を優先すること 

 本区域は農業振興地域外であり農用地区域が存在しないため、農用地区域内で開発を行

うことは無い。 

  

②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること 

 農地において地域経済牽引事業の用に供する施設を整備することにより、集団的農地の

中央部に他の使途の土地が介在することにより高性能機械による営農に支障をきたす事

態や、小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業や農

地流動化施策に支障をきたすといった事態を避け、土地の農業上の効率的かつ総合的な利

用に支障を生じさせないこととする。 

 また、農業者の減少や高齢化が急速に進む中で、農地の集約化を含めた地域における目

指すべき将来の農地利用について明確化した「地域計画」を策定予定としているが、土地

利用調整区域を設定するに当たっては、当該計画の達成に支障を生じさせないこととす

る。 
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③面積規模が最小限であること 

 土地利用調整区域を設定するに当たっては、見込まれる事業用地の面積を踏まえて、必

要最小限の区域を設定することとする。 

 

④面的整備を実施した地域を含めないこと 

 土地利用調整区域を設定するに当たって、面的整備（区画整理、農用地の造成、埋立て

又は干拓）事業を実施した地域及び予定されている農地については、工事が完了した年度

の翌年度の初日から起算して８年を経過しない間は、設定しないこととする。 

 

⑤農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること 

土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第八十七条の三第一項（同法第九十六条

の四第一項において準用する場合を含む。）の規定により行う土地改良事業（以下「農地中

間管理機構関連事業」という）の対象農地については、農地中間管理権の存続期間中は土

地利用調整区域に含めないこと、農地中間管理機構関連事業を行う予定のあることが公に

されている農地についても土地利用調整区域に含めないこと、農地中間管理権の存続期間

が満了した農地についても、前述した①から③の考え方に基づき、やむを得ない場合でな

ければ、当該農地を土地利用調整区域に含めないこととする。 

なお、現在、本重点促進区域において、農地中間管理機構関連事業は実施されておらず、

今後も実施される予定もない。  

 

（３）市街化調整区域における土地利用の調整に関し必要な事項 

本区域は市街化調整区域であることから、開発にあたっては、都市計画法第３４条１０

号による開発許可を取得することが見込まれる。 

このため、都市計画法第１２条の５で定める「地区計画」を策定し、建築物等や地区施

設に関する地区整備計画を定めることで、自然的環境と調和した産業・流通拠点の形成を

図っていくことから、本制度を活用した土地利用調整は行わない。 

 

 

１０ 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から令和１２年度末日までとする。 

 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  


